
　令和７年度　一般会計補正予算

・・・・・・・・一般会計補正予算（第６号）専決処分・・・・・・・・
補正額　　　　　　　　　　3,026 万４千円

　物価高対応子育て応援手当支給事業の実施に伴い増額するもので、児童手当の受給者を対象に児童
１人あたり２万円を給付し、全額が国庫補助となるものです。

・・・・・・・・一般会計補正予算（第７号）専決処分・・・・・・・・
補正額　　　　　　　　　　1,065 万６千円

　令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙等に伴い増額するもので、全額が県支出金となるもので
す。

・・・・・・・・・・・一般会計補正予算（第８号）・・・・・・・・・・・
補正額　　　　　　　　　２億 499 万５千円

●歳出の主な内容
・その他目的基金積立金
	 	 ３億 408 万２千円
必要な経費の財源に充てるため積
み立てるものです。

・保育所運営事業
	 	 1,103 万７千円
　国 ･県への補助金返還のほか、町
内の保育所等に対し、物価高騰対
策として食材料費等の上昇相当分
の補助金を計上するものです。

・ふるさと納税推進事業
		  1,036 万円
　ふるさと納税寄附金の増加に伴
い、返礼品及び発送等に係る費用
を増額するものです。

・戸籍住民基本台帳事業
	 	 184 万８千円
　戸籍の附票に旧姓の記載機能を
追加するシステム改修業務委託料
で、全額が国庫補助となるもので
す。

・道路維持事業、道路新設改良事業
	 	 △ 7,326 万６千円
　国の交付金が配当されなかった相
当分を減額するものです。
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　そ　の　他

　条例の改正

〇町道路線の廃止について
　北阿那志地内の町道 250号線を払い下げるため廃止するものです。

〇�美里町職員の給与に関する条例及び美里町会計年
度任用職員の給与に関する条例の一部改正
　�　一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律が公布されたことを踏まえ、所要の改
正を行うものです。

〇�美里町重度心身障害者医療費支給に関する条例等
の一部改正
　�　受給資格のオンライン確認を可能とするため、
所要の改正を行うものです。

〇�美里町まちの景観と空家等の対策の推進に関する
条例の一部改正
　�　管理不全空家等に対する適正な指導をするため、
所要の改正を行うものです。

〇�美里町環境保全条例の一部改正
　�　良好な環境の保全を図るため、所要の改正を
行うものです。

〇美里町国民健康保険税条例の一部改正
　�　子ども・子育て支援法等の一部を改正する法
律が公布されたことに伴い、所要の改正を行う
ものです。

　条例の制定
〇美里町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
　　特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものです。

・教育委員会事務局事業、小中学校管理総務事業	 △ 2,288 万６千円
　県の共同調達の実施に伴い、学校タブレットの購入費が当初の見積
りよりも少額となったため減額するものです。

・消防施設整備事業	 △ 487 万円
　美里町消防団第２分団車庫 ･詰所解体工事に係る解体費の相場を調
査した結果、見直しを行い減額するものです。

・浄化槽設置整備事業	 △ 395 万２千円
　浄化槽設置整備補助金の交付実績を踏まえ減額するものです。
・自治振興事業	 △ 240 万円
　宝くじ助成金について、今回採択されなかったため減額するもので
す。 助成金を予定していた甘粕地区
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